
出水市住宅解体工事促進事業補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、遊休不動産の流動化により経済活動を促すとともに、管理

の行き届かない空き家による住環境の悪化を抑制するため、市内事業者を利用

して住宅の解体工事を行う者に対して、予算の範囲内において補助金を交付す

ることとし、その交付については、出水市補助金等交付規則（平成１８年出水

市規則第４８号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この告示に定

めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

⑴ 所有 本人名義で建物について所有権の保存の登記がされていること、又

は本市の固定資産課税台帳に所有者として登録されることをいう。 

⑵ 住宅 生活するために必要な機能（浴室、トイレ、台所等）を全て有する

家屋であって、個人が所有し、かつ、抵当権その他第三者の権利が設定さ

れていないものをいう。 

⑶ 解体工事 敷地内の全てを解体し、又は撤去する工事（廃材等の運搬及び

処分を含む。）をいう。 

⑷ 市内事業者 本市が備える住民基本台帳に記録されている個人事業主又は

本市に本社若しくは本店を置く法人若しくは本市に過去において本社若し

くは本店を置き、かつ、現在において鹿児島県内に主たる営業所を置き、

及び本市に営業所を置く法人であって、建設業法（昭和２４年法律第１０

０号）別表第１に規定する土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業若

しくは解体工事業に係る同法第３条第１項の許可を受けた者又は建設工事

に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号。第６

条第６号において「建設リサイクル法」という。）第２１条第１項に規定

する登録を受けた者をいう。 

（補助金の交付対象者） 



第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の

各号のいずれにも該当する者とする。 

 ⑴ 解体しようとする住宅（以下「対象住宅」という。）の所有者又は管理者 

 ⑵ 市税等の滞納がない者 

２ 前項の規定にかかわらず、補助対象者が出水市暴力団排除条例（平成２５年

出水市条例第１０号）第２条第２号に規定する暴力団員であるときは、補助金

を交付しない。 

 （補助金の交付対象工事） 

第４条 補助金の交付の対象となる工事（以下「補助対象工事」という。）は、

市内事業者に請け負わせる解体工事であって、補助対象工事に要する経費が２

０万円以上であるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる工事に対しては、補助金を交付しな

い。 

 ⑴ 補助金の交付決定前に着手した工事 

 ⑵ 公共工事に伴う移転補償金、市の他の補助金等の対象となる工事及び火災

又は暴風、豪雨、地震その他の自然災害に起因する解体工事 

 ⑶ その他市長が不適当と認める工事 

 （補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象工事に係る経費の１００分の１５以内の額と

し、１５万円を限度とする。この場合において、補助金の額に１，０００円未

満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。 

２ 補助金の交付は、同一補助対象者につき１回限りとする。 

 （補助金の交付の申請） 

第６条 規則第３条の補助金等交付申請書は、第１号様式によるものとし、当該

交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。 

 ⑴ 対象住宅の登記事項証明書（当該住宅が未登記の場合を除く。） 

 ⑵ 対象住宅の課税状況が確認できる書類（固定資産税納税通知書の写し等） 

 ⑶ 位置図（付近の見取図） 

 ⑷ 平面図 



 ⑸ 見積書の写し 

 ⑹ 市内事業者に係る建設業法第３条第１項の許可の通知の写し又は建設リサ

イクル法第２３条第２項の規定による通知の写し 

 ⑺ 市税等に滞納がないことを証する書類 

 ⑻ 誓約書（第２号様式） 

 ⑼ 同意書（共有名義の場合に限る。）（第３号様式） 

 ⑽ その他市長が必要と認める書類 

 （補助金の交付の決定の通知） 

第７条 規則第６条の規定による補助金の交付の決定の通知は、住宅解体工事促

進事業補助金交付決定通知書（第４号様式）により行うものとする。 

 （補助事業の内容等の変更） 

第８条 規則第７条第１項の補助事業等の内容等の変更事由は、次のとおりとす

る。 

 ⑴ 補助金の額に増額の変更が生じたとき。 

 ⑵ その他市長が必要と認める変更が生じたとき。 

２ 規則第７条第１項の補助金等変更交付申請書は、第５号様式によるものと

し、当該変更交付申請書に添付すべき書類は、第６条第１項各号に掲げる書類

のうち、変更に係るものその他市長が必要と認める書類とする。 

３ 規則第７条第３項において準用する規則第６条の規定による通知は、住宅解

体工事促進事業補助金変更交付決定通知書（第６号様式）により行うものとす

る。 

 （実績報告） 

第９条 規則第１３条の補助事業等実績報告書は、第７号様式によるものとし、

当該実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。 

 ⑴ 現場写真（着工前及び完了後） 

 ⑵ 廃棄物処理に関する処分証明書類の写し 

 ⑶ 支出証拠書類の写し 

 ⑷ その他市長が必要と認める書類 

 （補助金の額の確定の通知） 



第１０条 規則第１４条の規定による補助金の額の確定の通知は、住宅解体工事

促進事業補助金交付確定通知書（第８号様式）により行うものとする。 

 （補助金の交付） 

第１１条 規則第１６条第１項の補助金等交付請求書は、第９号様式によるもの

とする。 

 （報告及び調査） 

第１２条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があると

きは、補助事業者に対し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は職員に

その住宅及び土地に立ち入らせ、関係書類等を調査させることができる。 

 （その他） 

第１３条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この告示は、令和２年４月１日から施行する。 


